
請求人による通し番号（１２－１） 

＊上尾市内小中学校に配置されている学校図書館支援員（会計年度任用職員）（以下，

「支援員」）に関し，以下の（１）～（11）の情報の開示を求めます。開示される資料

が重複する場合はその旨ご教示ください。  

また，仮に「文書不存在による非公開処分」となった場合にも，上尾市情報公開条例第

26 条により，積極的な情報提供をお願いいたします。  

（１）令和５年度当初の「支援員」の「勤務条件説明書」またはそれに類した文書。 

（２）令和５年度の中途で「支援員」の勤務条件（社会保険加入等を含む）の変更（以

下「変更点の明示」）がされた場合，そのことを上尾市教育委員会から勤務校の

校長に通知したことが判別できる文書・資料等。 

（３）令和４年１０月１日以後、パートタイム会計年度任用職員は条件次第で地方公務

員共済の組合員となることに変更されました。その場合，共済組合員資格取得の

日は勤務１２月を満たした翌月の初日となっています。 

   このことについて上尾市教育委員会が知り得た日付が判別できる文書・資料等

（国や県，共済組合からの通知等を含みます）。 

（４）上記（３）については，条件次第で変更されることが分かった時点（すなわち，

2022 年 10 月前後）で上尾市教育委員会は当該「支援員」に伝える責務を負うの

は自明です。  

   そこで、「支援員」の共済組合員資格取得に関する変更について当該支援員本人

にいつ伝えたのかが判別できる文書・資料等。 

（５）上記（４）について，令和５年度当初の「支援員」の「勤務条件説明書」または

それに類した文書に「変更点の明示」がされなかった場合，なぜされなかったの

かが判別できる文書・資料等。 

（６）「支援員」に対し，年度当初の「勤務条件説明書」とは全く違う処遇が強行され

た場合，当該「支援員」は著しく不利益を被ることになります。 

   そこで，年度当初の「勤務条件説明書」を教育委員会が当該「支援員」の許諾無

しに変更できる根拠となる文書・資料等。 



（７）聞くところによれば、上記（４）に関し「支援員」の共済組合員資格取得に関す

る変更が上尾市教育委員会から当該支援員に伝わったのは，2023 年 12 月になっ

てからということです。 

   これは明らかに上尾市教育委員会の不作為と言えます。そこで，このような不作

為について上尾市教育委員会としてどのような責任を取るのか（取ったのか）が

判別できる文書・資料等。 

（８）聞くところによれば，全部または一部の「支援員」について，年度当初の勤務条

件説明書において「期末手当支給あり」と明示したにもかかわらず，期末手当を

支給しないという所業がおこなわれる（おこなわれた）とのことです。 

   そこで，このようなことが許される根拠（法令等を含む）となる文書・資料等。 

（９）聞くところによれば，全部または一部の「支援員」について，年度当初の勤務条

件であった週５日を週４日勤務に強引に変更させるような所業がおこなわれると

いうことです。そうなれば，学校における授業等に支障が出ることは明らかです

が，なにゆえにこのような所業がおこなわれるのか，その理由と根拠が判別でき

る文書・資料等。  

（10）聞くところによれば，「支援員」は１か月の報酬等額が 8.8 万円以上にならない

ように勤務の年間スケジュールを管理しているとのことです。それにもかかわら

ず，上尾市教育委員会が当該「支援員」を共済組合に強制加入させる根拠が判別

できる文書・資料等。 

（11）上尾市教育委員会として「支援員」に向けて「変更点の明示」につての説明会を

開催する（した）ことが判別できる文書・資料等。なお，説明会が実施されない

場合には開催しない理由が判別できる文書・資料等。 


